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１．はじめに                                     

本市では、市の取り組み全般について、市民への説明責任を果たすとともに、市民の視点

に立った効率的で質の高い成果重視の行政経営を進めることを目的に、平成１４年度から事

務事業評価を本実施しております。 

本書は、令和２年度に実施した事務事業の評価結果概要をまとめたものとなっています。 

昨年度に引き続き今年度においても、施策に対する貢献の度合いに応じて、庶務的な事務を除

く全ての事務事業（９０２事業）を「重点評価事業」と「通常評価事業」の２つに分類し、評価

しました。 

今後も、事務事業評価を継続して実施し、一つひとつの事務事業の妥当性、有効性、効率性を

チェックしながら、適正な執行に努めてまいります。 

 

 

２．事務事業評価の位置づけ                                

  地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など、これまでに

ない程の大きな変化を迎えております。また、市民の価値観が多様化する中にあって、行政

へのニーズを的確に把握する事や、今行うべき事が何であるかを見極めて、効果的に対応し

ていくことが求められています。 

本市では、健康都市やまと総合計画における「健康な行政経営」の方針の１つ、「分かり

やすい行政経営」で、行政評価について記述しています。 

この中で、「施策や事業等に係る成果の検証、改善の検討を行うなど、適切なマネジメン

トサイクル（ＰＤＣＡ）を運用する」としており、事務事業評価は、行政活動に対する評価

手法の一つとして実施するものです。 

 

 

３．事務事業評価実施のねらい                             

（１）「健康都市 やまと」の実現 

事務事業評価により個別の事業の実施状況を明らかにすることなどを通して、総合

計画の進行管理を行います。今回の評価結果については、令和元年度（平成３１年度）

からスタートした健康都市やまと総合計画の着実な推進につなげます。 

 

（２）透明性の確保と説明責任の向上 

全ての事務事業評価の結果については、市ホームページ及び本庁舎１階情報公開コ

ーナーにおいて公表し、市民に対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）を果た

していきます。 
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４．大和市が目指す行政評価の全体像                          

 

（１）行政評価手法の考え方 

    本市の行政活動の体系を「政策」、「施策」、「事務事業」の３層構造として捉え、「施

策」、「事務事業」を行政評価の対象としています。 

    行政経営の観点から、計画、執行、評価、改善とつながる、いわゆる「ＰＤＣＡ」のマネ

ジメントサイクルを確立し、継続的に改善改革を行うとともに、社会経済状況の変化や多様

な市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる行政運営を目指しています。 

    本市では、３層構造の土台にあたる事務事業と、中間層にあたる施策の評価を継続的に実

施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策評価 

    ・施策評価は、総合計画で定めた各施策の達成状況を複数年度にわたって確認するもので

基本計画の中間時や終了時に実施します。（２～３年毎） 

・本市では、庁内において施策の成果の確認や課題の整理等を行う「一次評価」と、総合

計画審議会における「二次評価」により実施してきた経過があります。   

   

②事務事業評価 

    ・毎年、全ての事務事業において実施し、業務の改善改革につなげています。また、施策評

価時の基礎的な資料（データ）としても活用しています。 

 

（２）行政改革実行計画との連携 

    事務事業評価で改善の必要性が明らかになった課題のうち、条例改正や職員・組織体制 

の変更を伴うものなど、中期的に取り組む重要課題は、行政改革実行計画に位置づけ、

積極的な改善を図ります。 

総合計画 

事務事業 

「施策の展開」 
「事務事業」 

施策 

「個別目標」 

「めざす成果」 

政策 

「将来都市像」 

「健康領域」 

「基本目標」 

 

行政評価手法 

※全ての階層を目的と手段の 
連鎖的な関係に整理 
した計画体系 

事務事業評価 

（平成 14年度から実施） 

評価の視点 

・業務改善及び縮減 

・成果、効率性重視 

 
・施策の達成状況確認 

(施策の進行管理) 

・行政資源の適正配分 

・事務事業の選択 

施策評価 
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５．令和３年度事務事業評価（令和２年度分）の実施内容               

 

（１）事務事業評価の対象及び件数 

    令和２年度に実施した、庶務的な事務を除く全ての９０２事業を対象とします。ここで

言う事務事業には、ソフト、ハード双方の事業を含んでいます。 

    また、これらの事業を「通常評価事業」と、めざす成果の達成に向けて貢献度の高い「重

点評価事業」の２つに分類し、評価を実施しています。 

    

 

                                   単位：件 

全評価対象事務事業 ９０２ 

 
うち通常評価事業 ６６６ 

うち重点評価事業 ２３６ 

 

（２）事務事業評価の主体 

    事務事業評価の主体として、事務事業を所管する担当部署を位置づけています。評価

表に記載する事項や評価内容については、担当部署で管理することを基本としています。 

 

（３）事務事業評価の実施時期 

①令和３年５月下旬から６月下旬まで ：担当部署による評価表作成 

②令和３年７月上旬から７月下旬まで ：総合政策課による評価表のとりまとめ 

③令和３年８月上旬まで ：担当部署による最終確認 

④令和３年８月中旬 

 

：ホームページ及び情報公開コーナーでの 

評価表の公表 

 

 

 

大和市イベントキャラクター ヤマトン 
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６．令和３年度事務事業評価表（令和２年度分）の説明                

 

事務事業名 評価単位となる事務事業の名称です。 

部名・課名・担当名 令和３年４月時点の事務事業を所管する課・担当組織の名称です。 

責任者 
令和３年８月時点の課長等の氏名を、事務事業の責任者として記入してい

ます。 

 

１ 位置づけ・事務事業の期間 

総合計画体系 

令和元年度（平成３１年度）からスタートした健康都市やまと総合計画前

期基本計画における体系を示しています。 

事務事業の総合計画上の目的を明らかにしています。 

根拠法令等 根拠となる法令等の名称を記入しています。 

当該事業の法令等

による義務付けの

有無 

国の法令、または県の条例によって、市の事業執行が義務付けられている

かを示しています。 

事務事業の期間 事務事業の開始された年度と終了予定年度を示しています。 

 

２ 事務事業の概要 

対象 事務事業固有の対象を記入しています。 

目的 
事務事業によって果たそうとする固有の目的、ねらいです。 

対象をどのような状態にしたいのかという視点で記入しています。 

手段、手法 どのような手順で事業を行うかを示しています。 

成果 事務事業が生み出す主要な成果を示しています。 

実施手法 

市が直接事業を実施する場合、委託で事業を実施する場合、指定管理で事

業を実施する場合や、これらの組み合わせによる場合など、事務事業がど

のような形態で行われているかを示しています。 

課題 
事務事業の実施にあたって、解決していかなくてはならない課題などを、

記入しています。 

事業費（千円） 
年度ごとの決算額、予算額などを千円単位で示しています。 

国費や県費等の財源内訳を明らかにしています。 

人件費（千円） 

事務事業に携わる職員の数を年間あたりの人工（にんく）に換算し、全職

員の一人あたりの平均単価を乗じて算出し、記入しています。 

この単価には給料、手当、共済費を含みます。 

例えば、一人の職員が１年間まるまる当該事務事業の仕事に従事した場合、

１．０人工になります。 
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３ 活動内容 

活動指標 

事務事業の活動量を数値で表しています。 

事前に予定していた数値と実績数値を示しています。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、既に事業実施を見送っている

場合もありますが、活動指標の予定数値はあくまで年度当初に想定した

数値としています。 

 

４ 今後の方針 

今後の方針は、次の３つの中から考え方を選択します。 

Ⅰ 現状のまま継続 

Ⅱ 見直しのうえで継続 

Ⅲ 廃止または終了 

 

５ 評価結果（重点評価事業のみ評価しています） 

市の関与の妥当性、事務事業の成果、事業費・人件費、受益・負担の公平性、社会的配慮に

ついては、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３段階で評価し、併せてその理由も記載しました。 

受益・負担の公平性及び社会的配慮のうち、具体的な評価に馴染まないものの一部について

は、「Ｚ」で評価しています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が実施できなかったものについては、

事務事業の成果、受益・負担の公平性、社会的配慮を評価することができないため、「－」と

しています。 

市の関与の妥当性 

事務事業の「目的」を確認し、市で行うべき事務事業なのかを検討して 

います。 

・国、県が担うべき事業ではないか。 

・市民、民間事業者が担うべき事務事業ではないか。 

・直営で行わなければならない必然性、緊急性がある事務事業か。 

・他市町村で行政関与に関する見直しが行われていないか。 

 

【評価基準】 

Ａ：市が関与する必要性が高い。 

Ｂ：市が関与する必要性が低くなりつつある。 

Ｃ：市が関与する必要性が低い、またはない。 

 

事務事業の成果 

事務事業の「成果」と「手段、手法（活動指標）」を確認し、さらに成

果を出すにはどうしたらよいかを検討しています。 

・手段手法を工夫することで、成果を高められる余地はあるか。 

・類似の目的をもつ事務事業があった場合、それらと統廃合や連携を 

図ることで、もっと成果を向上できる余地があるか。 

・もし、事務事業をやめてしまった場合、成果に大きな影響があるか。 

 

【評価基準】 

Ａ：十分に成果を上げている。 

Ｂ：成果を上げる余地が一部ある。 

Ｃ：成果を上げる余地が多くある。 

－：事業が実施できなかった。 
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事業費・人件費 

事務事業の「総事業費」と「手段手法（活動指標）」を確認し、さらに

コストを減らすにはどうしたらよいかを検討しています。 

・現在の成果を維持しつつ、手段手法を工夫することで事業費を縮減 

できないか。 

・現在の成果を維持しつつ、投入する人工、職員の関わり方を変更す 

るなどで、人件費を削減することはできないか。 

・アウトソーシング（外部委託）することにより、経済性、効率性を 

高めることは可能か。 

 

【評価基準】 

Ａ：経費は適正な水準である。 

Ｂ：経費を節減できる余地が一部ある。 

Ｃ：経費を節減できる余地が多くある。 

 

受益・負担の公平性 

事務事業の「成果」と「対象」を確認し、さらに受益の公平性を保つに

はどうしたらよいかを検討しています。 

事務事業の「総事業費」と「対象」を確認し、さらに公平な負担にする

にはどうしたらよいかを検討しています。 

・受益が、一部の地域、人、団体に偏っていないか。 

・負担が、適正な水準にあるか。 

 

【評価基準】 

Ａ：受益・負担は適正である。 

Ｂ：一部見直しが必要である。 

Ｃ：全面的な見直しが必要である。 

Ｚ：受益と負担の適正化を求める事務事業ではない。 

－：事業が実施できなかった。 

 

社会的配慮 

当該事務事業の経済性や効率性を評価するのではなく、事務事業の実施

にあたって、市民参加、情報提供に取り組んでいるかどうかについて、

評価しています。 

また、社会問題意識として「ユニバーサルデザインへの対応」、「環境負

荷軽減に向けた取り組み」といった内容についても評価しています。 

 

【評価基準】 

Ａ：社会的配慮を十分に行っている。 

Ｂ：社会的配慮は行っているが、まだ不十分である。 

Ｃ：社会的配慮は行っていない。 

－：事業が実施できなかった。 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

７．令和３年度事務事業評価表（令和２年度分）の結果集計              

 

（１） ５つの評価項目についての「評価結果」の集計(重点評価事業) 

Ａ評価は、各評価項目において、その実施状況が良好な状態であることを示しており、

今後も継続して、事務事業の適正な執行に努めます。 

Ｂ及びＣの評価は、事務事業に何らかの課題があることを示しており、今後、担当部署

において、事業の改善改革を図ります。 

５つの評価項目については、重点評価事業に関してのみ、評価、集計を行っています。

結果は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      

（２）５つの評価項目について 

① 「市の関与の妥当性」について 

９７．９％の事業では、今後も「市が関与する必要性が高い」事業として評価して

います。しかし、２．１％の事業では、「市が関与する必要性が低くなりつつある」

という評価をしています。今後も、真に市が実施すべき事業は何かを考え、事業を進

めていく必要があります。 

 

②  「事務事業の成果」について 

５８．９％の事業で「十分成果を上げている」と評価しています。しかし、手段手

法を工夫することでさらに成果を上げられると評価している事業も３９．０％あり、

事務事業の成果を上げるため、職員の創意工夫が求められます。 

 

③  「事業費・人件費」について 

９８．３％の事業で「経費は適正な水準である」と評価していますが、今後の財政

状況や社会情勢を考慮し、さらに適正な水準について検討する必要があると考えられ

ます。また、１．７％の事業で、経費削減の余地があると評価しており、これらの事

業については、経費削減に向けて、手段や手法の見直し等に取り組む必要があります。 

 

 

事業数 割合 事業数 割合 事業数 割合 事業数 割合 事業数 割合

A評価
（概ね適切）

231 97.9% 139 58.9% 232 98.3% 222 94.1% 218 92.4%

B評価
（一部課題有）

5 2.1% 89 37.7% 4 1.7% 7 3.0% 13 5.5%

C評価
（課題多い）

0 - 3 1.3% 0 - 1 0.4% 0 -

Z評価
（評価に適さない）

0 - 0 - 0 - 1 0.4% 0 -

－
(実施できなかった)

0 - 5 2.1% 0 - 5 2.1% 5 2.1%

合計（事業数)

社会的配慮

236 236 236 236 236

市の関与の妥当性 事務事業の成果 事業費・人件費 受益・負担の公平性
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④  「受益・負担の公平性」について 

９４．１％の事業で「受益・負担は適正である」と評価しています。しかし、見直

しが必要であると評価している事業も３．４％あり、受益と負担の公平性について、

再度検証を行う必要があります。 

  

⑤  「社会的配慮」について 

「市民参加」や「情報提供」を十分に推進しているかどうか、また社会問題意識と

して「ユニバーサルデザインへの対応」、「環境負荷軽減に向けた取り組み」について

も評価を行い、９２．４％の事業で「社会的配慮を十分行っている」と評価していま

す。しかし、５．５％の事業について、まだ不十分であると評価しています。コスト

削減や事業の成果だけに捉われることなく、社会的な配慮についても、十分検討し、

配慮することは行政に求められている大きな課題の一つです。 

 

 

 

 

大和市イベントキャラクター ヤマトン  
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（３）「今後の方針」の集計 

   健康都市やまと総合計画前期基本計画においては、「人の健康」、「まちの健康」、「社会の健康」

を実現するために、８つの基本目標と３つの行政経営に係る目標を設定しています。これらの目

標体系ごとに、重点評価事業及び通常評価事業の今後の方針を集計した結果は、次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価時における方向性であり、方針や予算が確定したものではありません。 

 

今年度の事務事業の評価において、６８．０％（昨年度：６５．３％）の事業が「現状の

ままで継続」としています。 

また、「見直しの上で継続」の割合は、２７．５％（昨年度：２９．０％）となり、今後、

担当部署で何らかの見直しが必要であることを認識しています。 

なお、廃止または終了については、新型コロナウイルス感染症への対応として単年度で実

施した事業が終了することや、事業の統合などによるものです。 

 

 

 

 

 

 

事業数 割合 事業数 割合 事業数 割合

1
いつまでも元気でいられ
るまち

60 32 53.3% 28 46.7% 0 0.0%

2
一人ひとりがささえの手
を実感できるまち

102 87 85.3% 15 14.7% 0 0.0%

3
こどもがすくすく成長す
る産み育てやすいまち

69 46 66.7% 14 20.3% 9 13.0%

4
未来に向かうこどもの学
びと歩みを支えるまち

127 74 58.3% 49 38.6% 4 3.1%

5
安全で安心して暮らせる
まち

85 65 76.5% 19 22.4% 1 1.2%

6
環境にも人にも優しい快
適な都市空間が整うまち

166 103 62.0% 55 33.1% 8 4.8%

7
豊かな心と感動が広がる
まち

71 53 74.6% 10 14.1% 8 11.3%

8
市民の活力があふれるま
ち

73 47 64.4% 20 27.4% 6 8.2%

方針１分かりやすい行政経営 33 23 69.7% 9 27.3% 1 3.0%

方針２即応性の高い行政経営 94 73 77.7% 17 18.1% 4 4.3%

方針３人財を活かした行政経営 22 10 45.5% 12 54.5% 0 0.0%

902 613 68.0% 248 27.5% 41 4.5%

ま
ち
の
健
康

社
会
の
健
康

健
康
な
行
政
経
営

合計

人
の
健
康

基本目標
事
業
数

Ⅰ
現状のままで継続

Ⅱ
見直しのうえで継続

Ⅲ
廃止または終了
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８．まとめ                                       

 

本市では令和元年度（平成３１年度）から、健康都市やまと総合計画の前期基本計画がス

タートしています。 

健康都市やまと総合計画では、健康都市の実現に向け、「人の健康」、「まちの健康」、「社会

の健康」に関する取り組みをこれまで以上に深めていく内容としており、この計画を推進す

る上では、施策を構成する事務事業を評価し、改善改革を行うことも大切な要素となります。 

今後も市民によりわかりやすい評価制度となるよう、市ホームページなどを通じた事務事

業評価結果の公表を行いながら、効果的な行政評価に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○Ｃ1993 YAMATO CITY） 

 

 

 


